
 仕 様 書 

 

 

１ 品  名   コピー用紙 

 

２ 契約種別   単価契約 

 

３ 契約期間   令和８年４月１日～令和８年９月３０日 

 

４ 発注規格及び数量 

 

規格 １箱当りの枚数 
発注予定箱数 

 呉 市 上下水道局   合 計 

Ａ４ ２，５００枚（５００枚×５冊入） ３，０２０ ２５０ ３，２７０ 

Ａ３ １，５００枚（５００枚×３冊入） ３９０ ４０ ４３０ 

Ｂ４ ２，５００枚（５００枚×５冊入） ６０ ３ ６３ 

Ｂ５ ２，５００枚（５００枚×５冊入） ５０ ３ ５３ 

    ※発注予定箱数は予定数量であるため，増減する場合があります。 

 

(1) 古紙を配合した再生紙で環境に配慮した製品であり，グリーン購入法に準拠した次の条

件に適合したものであること。 

  ・古紙パルプ配合率，森林認証材パルプ利用割合，間伐材等パルプ利用割合，その他の

持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合，白色度及び

坪量を，国の定めた算定式により総合的に評価した総合評価値が８０以上であること。 

  ・白色度７０％以下であること。 

 

５ 納品手順 

 (1) 発注は，原則として月３回（１日，１０日，２０日。ただし，土・日曜日又は祝日等

の場合はその翌日。）とし，総務課（上下水道局分は，上下水道総務課）にて各施設の

注文数量を取りまとめ，メール等で発注票を納品業者へ送付する。 

 (2) 納品業者は，発注票受領後，３営業日以内に別表の施設へ納品する。 

 (3) 上記(1)以外の日にも，臨時的に発注を行うことがあるので，その際にも(1)と同様に

対応すること。 

 (4) 納品業者は，指定場所まで納品することとし，市職員による補助は行わないものとす

る。 

 (5) 市役所本庁舎納品分の用紙の搬入は，市役所本庁舎の南側搬入口からとし，駐車可能

な車輌を使用すること。  



 (6) 市役所本庁舎へは，２階から８階までの所定の場所（８か所）へ納品するものとする。 

 (7) すこやかセンターは，３階及び５階の所定の場所（２か所）へ納品するものとする。 

 (8) つばき会館への納品は，呉市分と上下水道局分のものがあるので，各施設管理等担当

課職員の指示に従い，納品場所には注意すること。 

 (9) 用紙の納品に際しては，各施設管理等担当課職員の指示によるものとする。 

 (10)各施設への納品が確認できるもの（発注票の端に受領印を押印したものも可）を請求

書に添付し，総務課（上下水道局分は，上下水道総務課）へ提出する。 

 (11)不明な点等がある場合は，納品業者は次の連絡先に連絡し，職員の指示を受けるもの

とする。 

 

６ その他 

 本契約については，呉市と呉市（上下水道事業）とそれぞれ単価契約をする。 

 

  ・呉市 

 連 絡 先：総務課 総務グループ 

   電話番号：２５－３５６５ 

 

・呉市（上下水道事業） 

 連 絡 先：上下水道総務課 管理グループ 

   電話番号：２６－１６０９ 

 

  



  ○納品施設一覧                             （別表） 

 ・呉市（発注課：総務課） 

番号 施 設 名 施 設 管 理 等 担 当 課 

１ 本庁舎 総務課 

２ つばき会館 生涯学習センター 

３ 福祉会館 選挙管理委員会事務局 

４ すこやかセンターくれ 地域保健課 

５ 消防局 消防局消防総務課 

６ 二川まちづくりセンター 同左 

７ 吉浦市民センター 〃 

８ 警固屋市民センター 〃 

９ 警固屋まちづくりセンター 〃 

１０ 阿賀市民センター 〃 

１１ 郷原市民センター 〃 

１２ 広市民センター 〃 

１３ 仁方市民センター 〃 

１４ 天応市民センター 〃 

１５ 昭和市民センター 〃 

１６ 宮原市民センター 〃 

１７ 宮原まちづくりセンター 〃 

１８ 
環境政策課 

（環境試験センター） 
〃 

１９ 環境施設課 〃 

２０ 環境業務課 〃 

２１ 海事歴史科学館 海事歴史科学館学芸課 

２２ 市立呉高校 同左 

 

・呉市（上下水道事業）（発注課：上下水道総務課） 

番号 施 設 名 施 設 管 理 等 担 当 課 

１ つばき会館        上下水道総務課 

２ 宮原浄水場 管路管理課 

３ 新宮浄化センター 下水施設課 



 


